
昭

和

五

十

五

年

八

月

五

日

受

領 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
質
問
の 

七
） 

答

弁

第

七

号 

   

衆
議
院
議
員
木
島
喜
兵
衞
君
提
出
学
校
法
人
日
本
大
学
に
お
け
る
学
生
の
自
治
・
学
生
対
策
等
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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三 

 
衆
議
院
議
員
木
島
喜
兵
衞
君
提
出
学
校
法
人
日
本
大
学
に
お
け
る
学
生
の
自
治
・
学
生
対
策
等
に 

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

1
及
び

2 

日
本
大
学
が
同
大
学
中
国
拳
法
錬
心
館
部
員
及
び
新
入
生
の
関
係
者
か
ら
事
情
聴
取
し
た
結
果
に

よ
る
と
、
希
望
す
る
見
学
者
に
対
し
て
実
際
に
練
習
に
参
加
し
て
も
ら
つ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
お
い

て
威
圧
や
強
要
は
な
か
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

3 

準
備
体
操
の
内
容
は
、
跳
躍
、
屈
伸
、
伸
脚
等
で
あ
り
、
約
五
分
な
い
し
十
分
間
に
わ
た
つ
て
行
わ
れ
、

指
導
者
は
上
級
生
の
部
員
で
あ
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

4 

中
国
拳
法
錬
心
館
部
員
は
防
具
を
付
け
、
立
つ
た
姿
勢
を
と
り
、
そ
れ
に
対
し
て
新
入
生
は
そ
れ
ぞ
れ

籠こ

手て

を
付
け
、
各
一
分
間
ぐ
ら
い
部
員
を
攻
撃
し
、
こ
の
間
部
員
は
両
手
を
斜
め
に
下
げ
て
こ
れ
を
受
け
る
の 



9 

日
本
大
学
と
し
て
は
、
サ
ー
ク
ル
活
動
は
学
生
が
自
己
の
責
任
に
お
い
て
自
主
的
に
行
う
も
の
で
は
あ
る 

8 

日
本
大
学
と
し
て
は
、
本
件
事
故
の
経
緯
か
ら
見
て
大
学
に
そ
の
責
任
は
な
い
と
判
断
し
た
が
、
学
内
で

発
生
し
た
事
故
で
も
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
、
で
き
る
限
り
の
配
慮
を
行
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

7 

青
木
君
の
担
当
医
師
に
面
会
を
求
め
た
事
実
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
、
大
学
本
部
学

生
課
が
許
可
を
求
め
ら
れ
た
事
実
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
。 

6 

日
本
大
学
と
し
て
は
、
青
木
君
の
死
因
究
明
の
た
め
に
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
二
十
二
日
に
同
大
学
駿
河

台
病
院
の
担
当
医
師
か
ら
診
療
経
過
等
に
つ
き
説
明
を
求
め
た
ほ
か
、
同
月
二
十
三
日
に
同
君
の
遺
族
と
と

も
に
行
政
解
剖
の
結
果
に
つ
い
て
の
所
見
を
聞
く
等
で
き
る
限
り
の
調
査
を
行
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

5 
救
急
車
は
青
木
君
を
日
本
大
学
駿
河
台
病
院
緊
急
室
に
運
び
、
当
日
、
緊
急
室
の
担
当
で
あ
つ
た
内
科
及

び
麻
酔
科
の
医
師
が
診
療
に
当
た
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

み
で
あ
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

四 

 



二
に
つ
い
て 

日
本
大
学
経
済
学
部
に
お
い
て
は
、
部
外
者
に
よ
る
教
育
・
研
究
活
動
の
阻
害
が
過
去
に
起
こ
つ
た
の
で
、

そ
の
再
発
を
防
止
し
自
由
な
教
育
・
研
究
活
動
を
保
障
す
る
た
め
、
学
生
の
入
構
に
際
し
身
分
証
明
書
の
提
示

を
求
め
る
措
置
を
と
つ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

が
、
そ
の
教
育
的
意
義
に
か
ん
が
み
、
サ
ー
ク
ル
に
顧
問
を
置
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
と
聞
い

て
い
る
。 

ま
た
、
同
大
学
の
各
学
部
に
お
い
て
は
、
届
出
を
形
式
と
す
る
許
可
制
度
は
存
在
し
な
い
と
聞
い
て
い

る
。 な

お
、
サ
ー
ク
ル
部
員
募
集
に
関
し
新
入
生
の
自
由
意
思
を
尊
重
し
、
強
制
的
な
募
集
は
絶
対
に
行
わ
な

い
よ
う
に
毎
年
厳
重
な
注
意
を
し
て
お
り
、
ま
た
、
中
国
拳
法
錬
心
館
に
お
い
て
も
監
督
が
各
学
部
の
責
任

者
に
対
し
同
様
な
注
意
を
行
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

五 

 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

本
年
四
月
二
十
四
日
正
午
頃
、
黒
色
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
白
衣
姿
及
び

手て

拭
ぬ
ぐ
い

等
で
顔
面
を
隠
し
た
集
団
が
日
本

大
学
文
理
学
部
構
内
に
入
り
、
一
部
学
生
と
の
間
で
多
少
の
小
競
り
合
い
が
あ
つ
た
が
、
約
二
十
分
後
に
学
外

に
退
去
、
そ
の
後
、
同
集
団
が
同
学
部
構
内
に
立
ち
入
つ
た
事
実
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
。 

ま
た
、
加
害
者
の
同
大
学
経
済
学
部
学
生
に
対
し
て
は
、
昭
和
五
十
五
年
二
月
十
四
日
付
け
で
退
学
処
分
に

し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

日
本
大
学
で
は
、
新
井
君
の
葬
儀
に
際
し
総
長
代
理
を
始
め
多
数
の
関
係
者
が
参
列
し
、
弔
意
を
表
す
る
と

と
も
に
弔
慰
金
等
を
贈
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

な
お
、
警
察
は
加
害
者
の
学
生
を
同
年
二
月
十
四
日
に
逮
捕
、
同
月
十
六
日
に
東
京
地
方
検
察
庁
に
送
致
し

た
。
東
京
地
方
検
察
庁
は
、
同
年
三
月
六
日
に
東
京
地
方
裁
判
所
に
起
訴
、
現
在
、
公
判
中
で
あ
る
。 

六 

 



 

七 

大
学
と
し
て
は
、
静
穏
な
学
内
秩
序
の
維
持
に
つ
い
て
努
力
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




